
3 6

!(=036:&"$2

愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１２条第１項の規定により、次のとおり同条例第１１条第１項の

規定による指定が効力を失った。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 指定が失効する知事指定薬物の名称

! ２－（メチルアミノ）－２－フェニルシクロヘキサン－１－

オン（通称名Deschloroketamine、DXE、DCK）及びその塩類

" １－（４－クロロフェニル）－Ｎ－メチルプロパン－２－ア

ミン（通称名４－CMA、p－CMA）及びその塩類

# １－（４－シアノブチル）－Ｎ－（２－フェニルプロパン－

２－イル）－１Ｈ－インダゾール－３－カルボキサミド（通称

名CUMYL－４CN－BINACA）及びその塩類

$ 前各号に掲げる物を含有する物

２ 失効の理由

当該知事指定薬物が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律第２条第１５項に規定する指定薬物に至

ったため。

３ 失効の日

平成２９年７月１日

"!"!"!"
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次の地籍調査の結果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

今治市 東鳥生町２丁目

等１０単位区域

平成２７年度から

平成２８年度まで

東鳥生町２丁目等

１０単位区域の地籍

図及び地籍簿

東温市 松瀬川の一部 平成２６年度から

平成２８年度まで

東温市（松瀬川の

一部）の地籍図及

び地籍簿

四国中央市 金砂町平野山３ 平成２６年度から

平成２７年度まで

四国中央市（金砂

町平野山３）の地

籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２９年７月１１日
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次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

" @ 5 "
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○ 知事指定薬物の指定の失効……………………………………………………………………………………………………………………………（薬務衛生課）…４８８

○ 地籍調査の成果の認証………………………………………………………………………………………………………………………………………（農政課）…４８８

○ 土地改良事業の工事の完了……………………………………………………………………………………………………………………………（農地整備課）…４８８

○ 都市計画の変更（一部変更）案の縦覧（２件）……………………………………………………………………………………………………（都市計画課）…４８９

○ 医師の指定…………………………………………………………………………………………………………………………………（福祉総合支援センター）…４８９

○ 指定医師の所在地の変更…………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４８９

74)*,13

○ 平成２９年度愛媛県職員採用候補者（初級及び資格免許職）試験公告……………………………………………………………………（人事委員会事務局）…４９０

○ 平成２９年度身体障がい者を対象とした愛媛県職員採用候補者（初級）試験公告………………………………………………………（ 〃 ）…４９３

○ 平成２９年度愛媛県少年補導職員採用候補者試験公告………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…４９５

○ 平成２９年度愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者試験公告…………………………………………………………………（ 〃 ）…４９７

○ 平成２９年度愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者試験公告…………………………………………………………………（ 〃 ）…５００

9.-B)*,36

○ 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙に関する選挙人名簿の登録基準日………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…５０３

○ 衆議院小選挙区選出議員補欠選挙における各候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事業者及びその回数の決定

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）…５０３

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 東宇和西部地区
（西予市）

平成２９年３月２３日

毎週（火・金）曜日発行 第２８９０号 平成２９年７月１１日
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

１・４・１ 自動車専用松山外環状線

２ 都市計画を変更する土地の区域

! 追加する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居二丁目、

北井門二丁目の各一部

" 削除する部分 松山市来住町の一部

!&,')*+$#!(

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更したいので、同条第２項において準

用する同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を

愛媛県庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に

供する。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路

３・２・３ 来住余戸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

! 追加する部分 松山市来住町、北井門二丁目の各一部

" 削除する部分 松山市来住町、今在家四丁目、北土居二丁目、

北土居三丁目、北井門二丁目の各一部

!&,')*+$#"(

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

!&,')*+$##(

身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２９年７月１１日

愛媛県知事 中 村 時 広

診断する身体障害の種類 診療科名
病 院 又 は
診療 所 の 名 称

医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

心 臓 ・ 呼 吸 器 機 能 障 害 循環器内科、
内科

市 立 宇 和 島 病 院 清 水 秀 晃 宇和島市御殿町１番１号 平成
２９年７月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 住 友 別 子 病 院 岡 明 宏 新居浜市王子町３番１号 平成
２９年７月１日

肝 臓 機 能 障 害 消化器内科 住 友 別 子 病 院 竹 井 大 介 新居浜市王子町３番１号 平成
２９年７月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 消化器外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院

阿 部 陽 介 東温市志津川 平成
２９年７月１日

ぼうこう又は直腸機能障害 消化器外科 国立大学法人愛媛大
学医学部附属病院

垣 生 恭 佑 東温市志津川 平成
２９年７月１日

心 臓 機 能 障 害 循環器内科 社会医療法人真泉会
今治第一病院

市 川 忍 今治市宮下町１丁目１番２１号 平成
２９年７月１日

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 医療法人三省会村上
病院

村 上 正 哲 今治市常盤町５丁目３－３７ 平成
２９年７月１日

平衡・音声、言語機能障害 脳神経外科 大 洲 中 央 病 院 瀬 野 利 太 大洲市東大洲５番地 平成
２９年７月１日

医 師 氏 名

旧 所 在 地 新 所 在 地
変 更

年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

鳥 飼 智 彦 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３番１号 平成２９年
４月１日

藤 井 裕 子 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１番１号 医療法人和紘会整形外科藤井
病院

今治市常盤町５丁目３の３８
平成２９年
５月１日

& , ' -平成２９年７月１１日 第２８９０号

４８９
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平成２９年７月１１日

愛媛県人事委員会
!
#
#
$

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
"
#
#
%

愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/
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試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

また、同一日に愛媛県人事委員会が試験を実施する他の職員採用候補者試験と重複して申し込むことはできません。

" U?

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 ４人程度
知事部局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤

務し、一般事務に従事します。

警 察 事 務 ２人程度 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

# P<l@Y

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

短
期
大
学
卒
業
程
度

保 育 士 １人程度 知事部局の本庁又は地方機関に勤務し、児童の生活指導、学習指導等の業務に従事します。

臨 床 検 査 技 師 ５人程度
知事部局又は公営企業管理局の本庁又は地方機関に勤務し、検体検査、生理機能検査、衛生・

環境に関する試験研究等の業務に従事します。

& TEP<

& 日本の国籍を有する者

ただし、資格免許職については、日本の国籍を有しない者であっても、次のいずれかに該当する者は受験することができます。

ア 出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）に定められている永住者

イ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）に定められている特

別永住者

' 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

( それぞれの試験について、次に該当する者

5 U?

試 験 区 分 受 験 資 格

一 般 事 務 g[*b(B&a,3g[%&b(B%a2./\24-S（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除

く。）又はこれと同等と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び平成３０年３月末日までに大学

等を卒業する見込みの者は、除く。）警 察 事 務

6 P<l@Y

試 験 区 分 受 験 資 格

保 育 士
& Wq)*b(B&a,3g[%$b(B%a2./\24-S

' h9M0P<を有する者又は平成３０年３月末日までにこの資格を取得する見込みの者

臨 床 検 査 技 師
& Wq)*b(B&a,3g[+b(B%a2./\24-S

' pVCK=N0l@を有する者又は平成３０年５月末日までにこの免許を取得する見込みの者

' OE0aR!OE;X>1I<ce

7 d D j平成２９年７月１１日 第２８９０号
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区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第

１

次

試

験

初

級

XN&,T,A&(S

"S_S#

受付時間
!
#
#
#
#
#
#
#
$

午前８時１５時～午前９時

"
#
#
#
#
#
#
#
%

※遅刻した場合は受験で

きません。

午前９時１５分～

午後０時

<VBP

（松山市一番町四丁目４番地２）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。資
格
免
許
職

午前９時１５分～

午後３時３０分

第
２
次
試
験

１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

( HC6Z[R

& 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第

１

次

試

験

初

級
教 養 試 験 ５０点

高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解

答時間２時間）

資

格

免

許

職

教 養 試 験 ５０点
短期大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解

答時間２時間３０分）

専 門 試 験 ４０点

各試験区分に応じて必要な専門的知識及び技能について、筆記試験を行います。（択一式４０

題、解答時間２時間）

なお、試験の出題分野は、おおむね別表のとおりです。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

' 第１次試験合格者は、初級については教養試験の得点、資格免許職については教養試験と専門試験の合計得点の高い順に決定します。

ただし、各試験のうち、一定の基準に達しない種目がある場合は、得点にかかわらず不合格となります。

( 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、初級については、

第１次試験の得点を９０点満点に換算します。また、第２次試験の各試験種目、検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合

は、総合得点にかかわらず不合格となります。

) 教養試験及び専門試験の例題と前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

) KCLG9

& 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

XN&,T+A%*S"]#DO+J'$W.:,A(S"A#DE)J%)W85

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

は、８月２８日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

' 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

( 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

) 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。"U1Q`5<VBMI=>?I\@7^-F;24/30-!#

* 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

< V B Y平成２９年７月１１日 第２８９０号
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ってください。）

なお、k�2GF\ZB�zU�w>vW�=CFJLKM=8-9?!P}|�H�-A4I。

) sc�>g�

" 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１５日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

# 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

$ 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

* hX/Di�A:

" この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載

されます。

この名簿は、原則として、平成３０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

# 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、公営企業管理者、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決

定します。したがって、��=]j2G5q0�9i�2GF;?dEA4I。

$ mX�_y=8-9?!u�>o[A:=mX�?�_Hr�3</75xh?!i�2GA4I"

% 日本の国籍を有しない者については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。

+ ^�

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

初 級
一 般 事 務

行政職給料表１級７号給 １４８，８６３円
警 察 事 務

資 格 免 許 職
保 育 士 行政職給料表１級１５号給 １５９，４０３円

臨 床 検 査 技 師 医療職給料表!１級１９号給 １７７，５７２円

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

, lcaS>Vp

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、e�+o'%�#hX����?!hX��f$/Def(o&(�A:>Y=!N�b{nOQTn�`@�~.R31

62-。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者
第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない試

験種目がある場合は、順位に代えて当該試験種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

総合得点及び総合順位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検

査種目がある場合は、総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

��（４関係） � � l c #mX�_y$> t � � �

試験区分 出 題 分 野

保 育 士 社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む）、保育の心理学、保育原理、保育内容、子どもの保健（精神保健を含む）

臨 床 検 査 技 師
公衆衛生学、臨床検査総論（情報科学を含む）、生理学、病理学（解剖・組織学を含む）、臨床化学（生化学を含む）、血液学、

免疫・血清学、微生物学（医動物学を含む）

N � b �平成２９年７月１１日 第２８９０号
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平成２９年７月１１日

愛媛県人事委員会
!
#
#
$

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
"
#
#
%

愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

% D=:_!CifVP581NeYg

試験は、次の試験区分ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つについて受験の申込みができます。

なお、申込み後の試験区分の変更はできません。

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

一 般 事 務 若干名
知事部局、教育委員会事務局等の本庁若しくは地方機関、県立学校又は公立小・中学校に勤

務し、一般事務に従事します。

警 察 事 務 若干名 警察本部又は警察署に勤務し、警察事務に従事します。

& I=E7

& 昭和５８年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた者

' 身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が１級から６級までの者

( 日本の国籍を有する者

) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

' D=0ZG!D=6M81A7\^

区分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次

試 験

`Q&*[%$;&&Z"ZhZ#

午前９時１５分から午後０時まで

受付時間
!
#
#
#
#
#
$

午前８時１５分～午前９時

"
#
#
#
#
#
%

※遅刻した場合は受験できません。

3]<U

（松山市一番町四丁目４番地２）

１１月上旬

第１次試験当日にお知らせします。

第２次

試 験

１１月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

※ 点字による受験の場合は、第１次試験の終了時間が異なります。

( D=0cdX

& 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配 点 試 験 の 内 容

第１次

試 験
教 養 試 験 ４０点

高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式４０題、解

答時間２時間（点字による受験の場合は、解答時間３時間））

第２次

試 験

口 述 試 験 ３００点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ６０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

' 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合は、得点にかかわらず不合格とな

ります。

( 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。なお、その際、第１次試験の得点

を９０点満点に換算します。また、第２次試験の口述試験、作文試験のうち、一定の基準に達しない種目がある場合は、総合得点にかか

わらず不合格となります。

) 第２次試験では、身体障害者手帳の持参が必要です。

3 ] < b平成２９年７月１１日 第２８９０号
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% 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

* patgA

! 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

�v'.�-_')�#�$cz-m(%�0D._&&�#_$cd*m&*�@:

※ 障がいの状況等により、インターネットにより申し込むことができない事情がある場合は、９月４日（月）までに愛媛県人事委

員会事務局へ問い合わせてください。

" 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

# 申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子メ

ールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

$ 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。#�4}�:O�`ulPRTl�]?�/fH59273/"$

% 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、j�3GFZYB|sUyr=qW~<CFKMLN<8/9>!Qxw�I�/@5J。

+ pa�=e�

! 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月１３日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

" 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

# 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

※ 障がいの状況等により、申込者本人の署名が困難な場合は、代筆での記入を認めます。（その場合、代筆者の氏名も記入してく

ださい。）

, pam=��<8/9

試験は、点字又は拡大文字による受験ができます。点字又は拡大文字による受験希望の有無（点字受験用の機器（点字器、点字タイプ

ライター等）やルーペ等の使用の有無を含む。）のほか、車椅子や補助具等の使用の有無、駐車場利用希望の有無、その他受験にあたっ

て希望する事項については、受験申込みの際に「受験にあたっての要望事項」欄に必ず入力してください。

なお、使用する補助具等は、各自で用意のうえ試験当日に持参してください。

教養試験問題は、通常文字は１１ポイント程度、拡大文字は１４ポイント程度です。

- fX0Dh�@:

! この試験の最終合格者は、愛媛県職員採用候補者として、試験区分ごとに作成する採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載

されます。

この名簿は、原則として、平成３０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

" 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（知事、教育委員会、警察本部長等）がそれぞれ選考を行い、決定します。したが

って、��<[i3G6o1{9h�3GF;>bE@5J。

. \�

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、次のとおり支給され、このほか該当

者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

試 験 区 分 現 行 給 料 月 額

一 般 事 務
行政職給料表１級７号給 １４８，８６３円

警 察 事 務

※ 学歴や職歴などに応じて、一定の基準により加算される場合があります。

&% ka^S=Vn

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

O � ` �平成２９年７月１１日 第２８９０号
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等）を持参の上、I]+T'$l"NAikcg7!NAikJ#/;IJ)T%)l:46B5!<jGZS=>@SrD9`\.?20

31-。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目がある場合は、総合順位に

代えて当該試験種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

!<jGZS=>@LO^*M

m[&,hb<jGWhneY>PvKnUQHLO

平成２９年７月１１日

愛媛県人事委員会
!
#
#
$

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁内 電話（０８９）９１２－２８２６
"
#
#
%

愛媛県職員採用情報ホームページ http://www.pref.ehime.jp/employment/

% QHEl!PvsaZ>C8Yrft

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

少 年 補 導 職 員 １人程度 警察本部又は警察署に勤務し、少年補導、保護活動、支援活動、広報活動等の業務に従事します。

& VHRA

! 次のいずれかに該当する者

ア 昭和５７年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた者

イ 平成８年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）若しくはこれと同等

と人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者又は大学等を平成３０年３月末日までに卒業する見込みの者

" 日本の国籍を有する者

# 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

$ 次のいずれかに該当する者

ア 教員免許を有する者又は平成３０年３月末日までにこの免許を取得する見込みの者

イ 学校教育法による大学（短期大学を含む。）又はこれと同等と人事委員会が認めるものにおいて、児童心理学、発達心理学、教育

心理学、青年心理学、臨床心理学その他の心理学を修学した者又はこれらを平成３０年３月末日までに修学する見込みの者

※ 同一日に愛媛県人事委員会が試験を実施する他の職員採用候補者試験と重複して申し込むことはできません。

' QH6gT!QH@XC8NAik

区 分 日 時 試 験 会 場 合 格 発 表

第 １ 次 試 験

m[&,h,F&(g"gug#

午前９時１５分から午後０時３０分まで

受付時間
!
#
#
#
#
#
$

午前８時１５時～午前９時

"
#
#
#
#
#
%

遅刻した場合は受験できません。

<jG_

（松山市一番町四丁目４番地２）

１０月中旬

第１次試験当日にお知らせします。

第 ２ 次 試 験
１０月下旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１１月中旬

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）

にも掲載します。

( QH6pqd

! 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

< j G o平成２９年７月１１日 第２８９０号
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区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 大学卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間３０分）

第
２
次
試
験

口 述 試 験 １６８点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３２点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

" 第１次試験合格者は、教養試験の得点の高い順に決定します。ただし、一定の基準に達しない場合は、得点にかかわらず不合格とな

ります。

# 最終合格者は、第１次試験の得点と第２次試験の得点を合計した総合得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験種目、

検査種目のうち、一定の基準に達しない種目がある場合は、総合得点にかかわらず不合格となります。

$ 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、ホームページに掲載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

* k^odA

! 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

�q'.|-\&,z#�$`u-i(%�0D.\)z#\$`a*i&*�@:

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

は、８月２８日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

" 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

# 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

$ 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。#}4x�:O~]phPRSh�[?�/cH59273/"$

% 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、g�3GFXWBwnTtm=lUy<CFKMLN<8/9>!Qsr{I�/@5J。

+ k^�=b�

! 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。９月１５日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

" 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

# 印刷した受験票は、記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が署名して第１次試験受験の際に必ず持

参してください。

, cV0De�@:

! この試験の最終合格者は、愛媛県少年補導職員採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記載されます。

この名簿は、原則として、平成３０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

" 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、��<Yf3G6j1v

9e�3GF;>_E@5J。

# 採用者は、愛媛県警察本部において、少年補導職員として必要な教養を受け、警察本部又は警察署に配置されます。

- Z�

初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、行政職給料表１級２７号給（現行給料

月額１８２，２９０円）が支給され、このほか該当者に対しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支

給されます。

O ~ ] �平成２９年７月１１日 第２８９０号
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* ZMKA7C^

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、Nf)]'$w"UDsvnq8!UDsvO#-<NO(]%(w;47F6!=uLb\>?B\~H:je,@0.

2/+。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者 第１次試験の得点及び順位（ただし、一定の基準に達しない場合は、その旨）

第１次試験

合格発表の日

から１月間 愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、総合得点及び総合順

位（ただし、第２次試験で一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、

総合順位に代えて当該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

!=uLb\>?BQVh)T

xd&*rm=uLJXE"ic#"SRglm#W�Py_ZMQV

平成２９年７月１１日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

% ZMIw!W��kb?G9a~p�

試 験 区 分 都 府 県 名 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度

愛 媛 県 ２１人程度

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、

交通の取締りその他公安の維持に従事します。

警 視 庁 ２人程度

神 奈 川 県 ３人程度

大 阪 府 ５人程度

兵 庫 県 ２人程度

第２志望まで選択することができますが、h%Y}8t1=uL503.2/+。愛媛県の第１次試験に合格した場合、第２志望はな

かったものとみなします。

また、申込み後の志望都府県の変更はできません。

& `M[D

! 日本の国籍を有する者

" 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

# 昭和６０年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた男子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成３０年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

ただし、神奈川県の受験資格（生年月日）は「昭和６２年４月２日から平成１２年４月１日まで」です。これに該当しない場合は、神奈

川県を第２志望とすることはできません。

また、大学等に相当するものについては、他の都府県によっては愛媛県と異なる場合がありますので、志望する都府県に直接問い合

わせてください。

' ZM7{|o

! 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

体 力 試 験
（愛媛県のみ）

２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目 基 準

反復横とび ５０回以上／２０秒間

握力 ４５㎏以上（左右の平均）

= u L z平成２９年７月１１日 第２８９０号
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上体起こし ２５回以上／３０秒間

腕立て伏せ ３０回以上

２０ｍシャトルラン ６５回以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

第
１
次
試
験

スポーツ加点
（愛媛県のみ）

５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。（詳細は、別表「加点の申
請について」を参照）

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日本選
手権、国民体育大会、大学選手権、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又はこれ
らに準ずる大会への選手としての出場経験

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障がいその他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

" 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

# 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな

い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

$ 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

% z*ie\<*��=!y�e\V>qyZb;~16�v:�9/70."

) W�e\LR<e\��ATl�=K�[<@<:2"x<��[;8.9=!4E5E<��[;|u�.`F39/70."

�� P�<pt;8.9

項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道
○講道館が認定した段位を証明する書類の写
し

j\pah;HJ$IP�Gpt2DdG��16o:!'HJ$IP�ptm(V>

'n�m�(G!SNm���;BD�w�=gc;BCK�[rfMOQf�X?}k1

9/70."%}kU]#�s+-�-Y**�%Y&^_,h*,�%�{&&

スポーツ歴の全国大会参加の証明書類として、「出身校による全国大会参加証明書（原本）」

以外の書類を提出された場合は、原本確認又は追加書類の提出を求める場合があります。

（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類の原本又は追加書類を

提出してください。）

なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。

! 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）

" 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込み完了後の申込内

容の変更はできませんので注意してください。）

# 期限までに「スポーツ加点申請書」及び「証明書類」の提出がない場合（申請書と証

明書類両方の提出が必要です。また、証明書類の原本確認又は追加書類の提出に応じら

れない場合も加点しません。）

剣 道
○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する
書類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）
又は
○次の!、"の両方が証明できる書類の写し
! 地区予選を経た全国大会であること
" 大会に選手として出場したこと
※!は基準で例示している全国大会の場合は
不要

※"は氏名、大会名及び開催年月が明記され
たものであること

※ スポーツ加点申請書の様式は、ホームページからダウンロードしてください。

K � [ �平成２９年７月１１日 第２８９０号
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区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

��'.�&%d&)�#�$
午前８時３０分から午後５時３０分までのうち
人事委員会が指定する時間
（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査 zs�m�\l

（松山市持田町二丁目２番１２

号）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。��'.�&%d&*�#�$
午前９時から午後０時まで

!
#
$

受付時間：午前８時から午前８時４５分"
#
%遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第２次試験
１１月中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

�£ugaC��epAy�w]B!yg�@`r4E5"（「６ 受験票の交付」参照）

愛媛県の合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページにも掲載します。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

* yg�oF

& 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

��'.�-d')�#�$i�-w(%�0I.d&&�#d$ij*w&*�E<

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

は、９月４日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

' 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

( 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

) 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。#�6�¤<T�f�vUWXv�cD /nM7;293/"$

* 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、t¢3LK_^G�~Y�|A{Z�@HKPRQS@:/;B!V���N�/E7O。

+ yg�Ak�

& 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月６日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

' 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

( 印刷した受験票は、�£ugaC��epAy�w]?>記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

, n[0Iq¢E<

& この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（男性）（高校卒程度）採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、平成３０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

' 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、��@`r3L8x1�

;q¢3LK=BhJE7O。

( 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

) 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

- b¡�
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! 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１８６，６０６円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１７２，２５２円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

" 勤務に必要な被服等が支給されます。

※ 愛媛県以外の都府県については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

+ aUSI6Ke

この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、Vs*d(%�#]L��|�7!]L��W$.;VW)d&)�:46N5!D�TmcEFJc�P9vq-G1/

30,。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当

該試験種目名又は検査種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間

愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当

該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間

※ 愛媛県以外の都府県の試験結果の開示については、それぞれの都府県に直接問い合わせてください。

&% �,]<2r}

>B"?Hzlpi

x h r

問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

A"C@"= http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３・２６２６・２６２７

フリーダイヤル ０１２０－２０４－７２４

愛 媛 県 以 外 の

都 府 県 に 関 す る

問 い 合 わ せ 先

警視庁採用センター

電話 ０１２０－３１４－３７２

神奈川県警察本部警務課採用係

電話 ０１２０－０３－４１４５

大阪府警察官採用センター

電話 ０１２０－３７０－３１４

兵庫県警察官採用センター

電話 ０１２０－１４５－３１４

!D�TmcEFJY^u+\

�o'+�{D�TR`M#jn$#[Zty{$_�X�faUY^

平成２９年７月１１日

愛媛県人事委員会

愛媛県警察本部

& aUQ�!_��wmFO8k�~�

試 験 区 分 採 用 予 定 人 員 職 務 内 容

高 校 卒 程 度 ８人程度
個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締りその他公

安の維持に従事します。

' gUbL

! 日本の国籍を有する者

" 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条各号のいずれにも該当しない者

# 昭和６０年４月２日から平成１２年４月１日までに生まれた女子（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。）

又はこれと同等と愛媛県人事委員会が認めるもの（以下「大学等」という。）を卒業した者及び大学等を平成３０年３月末日までに卒業

する見込みの者は、除く。）

D � T �平成２９年７月１１日 第２８９０号

５００



$ 75.CD>

! 試験は、第１次試験及び第２次試験とし、次のとおり行います。

なお、第２次試験は、第１次試験合格者に対して行います。

区分 試験・検査種目 配点 試 験 の 内 容

第
１
次
試
験

教 養 試 験 ５０点 高等学校卒業程度の一般的知識及び知能について、筆記試験を行います。（択一式５０題、解答時間２時間）

体 力 試 験 ２０点

職務遂行に必要な体力について、試験を行います。

種 目 基 準

反復横とび ４０回以上／２０秒間

握力 ２５㎏以上（左右の平均）

上体起こし １５回以上／３０秒間

腕立て伏せ １５回以上

２０ｍシャトルラン ３５回以上

※基準に達しない種目が４種目以上ある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

スポーツ加点 ５点

柔道、剣道又はその他スポーツの資格等について、基準を満たしている場合は加点します。（詳細は、別表「加点の申
請について」を参照）

項 目 基 準

柔 道 ２段以上（講道館認定の段位に限る。）

剣 道 ２段以上（全日本剣道連盟認定の段位に限る。）

スポーツ歴
全国規模で行われるスポーツ大会（中学校卒業以降の大会で地区予選を経たものに限る。）で、日本選
手権、国民体育大会、大学選手権、全国高等学校総合体育大会、全国高等学校野球選手権大会又はこれ
らに準ずる大会への選手としての出場経験

身 体 検 査 －

職務遂行に必要な身体を有するかどうかについて、検査を行います。

項 目 基 準

視 力 両眼とも、裸眼視力が０．６以上又は矯正視力が１．０以上であること。

聴 力 完全であること。

そ の 他 身体に障がいその他の異常がなく健康であること。

※基準に達しない項目がある場合は、第１次試験の合計得点にかかわらず不合格となります。

第
２
次
試
験

口 述 試 験 ７５点 人物について総合的に評定するため、個別面接を行います。

作 文 試 験 ３０点 識見、思考力、表現力等について、作文試験を行います。（課題１題、解答時間１時間）

適 性 検 査 － 職務遂行に必要な適性について、検査を行います。

身体精密検査 －

職務遂行に必要な健康度について、所定の身体検査書の提出により検査を行います。
なお、弁色力については、次の基準で検査を行います。
○職務遂行に支障がないこと。

※検査の結果によっては、再検査を行った上で判定します。

" 第１次試験合格者は、第１次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第１次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に

達しない種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

# 最終合格者は、第２次試験の合計得点の高い順に決定します。ただし、第２次試験の各試験・検査種目のうち、一定の基準に達しな

い種目がある場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。

$ 教養試験の例題及び前年度に出題した作文試験の課題を、愛媛県職員採用情報ホームページ（以下「ホームページ」という。）に掲

載しています。

また、愛媛県人事委員会事務局等において閲覧することもできます。

% <#875.#?E/!;G75209;36-=()A:,F+&*'%"
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項 目 証 明 書 類 申 請 方 法

柔 道
○講道館が認定した段位を証明する書類の写
し

�n�v�AQU$R]�O��7L|O�¶6:�>!'QU$R]����(iD

'�°�·(O!cZ�µ³¬AIL³�®C�yAIKX¤m�~Y\^~¯jE��6

=4;52"%��fo#ª�+1¡1k**�%k&pq.�*.©%£�&&

スポーツ歴の全国大会参加の証明書類として、「出身校による全国大会参加証明書（原本）」

以外の書類を提出された場合は、原本確認又は追加書類の提出を求める場合があります。

（この場合、第１次試験（１日目）当日の受付終了時までに証明書類の原本又は追加書類を

提出してください。）

なお、次のいずれかに該当する場合は、加点しません。

& 加点基準を満たさない場合（基準を満たす事実が確認できない場合を含む。）

' 受験申込時に、スポーツ加点を申請する旨の入力がない場合（申込み完了後の申込内

容の変更はできませんので注意してください。）

( 期限までに「スポーツ加点申請書」及び「証明書類」の提出がない場合（申請書と証

明書類両方の提出が必要です。また、証明書類の原本確認又は追加書類の提出に応じら

れない場合も加点しません。）

剣 道
○全日本剣道連盟が認定した段位を証明する
書類の写し

スポーツ歴

○出身校による全国大会参加証明書（原本）
又は
○次の&、'の両方が証明できる書類の写し
& 地区予選を経た全国大会であること
' 大会に選手として出場したこと
※&は基準で例示している全国大会の場合は
不要

※'は氏名、大会名及び開催年月が明記され
たものであること

※ スポーツ加点申請書の様式は、ホームページからダウンロードしてください。

- }n�!}n^�iDua¢¦

区 分 試 験 日 試験・検査種目 試 験 会 場 合 格 発 表

第１次試験

ª�+1¡*)k*-�%�&
午前８時３０分から午後５時３０分までのうち
人事委員会が指定する時間
（遅刻した場合は受験できません。）

体 力 試 験

身 体 検 査 �z�t�bs

（松山市持田町二丁目２番１２

号）

１０月下旬

第１次試験当日にお知らせします。ª�+1¡*)k*.�%�&
午前９時から午後０時まで

!
#
$

受付時間：午前８時から午前８時４５分"
#
%遅刻した場合は受験できません。

教 養 試 験

第２次試験
１１月中旬に松山市内で実施予定です。

詳細は、第１次試験合格者に通知します。
１２月上旬

�¶}niD��lwB�§�dC!�n¥Ahx6F7"（「６ 受験票の交付」参照）

合格発表は、合格者の受験番号を愛媛県庁前掲示板に掲示するほか、ホームページにも掲載します。

. �n�vG

& 受験の申込みは、ホームページから「愛媛県採用試験受験申込システム」（以下「システム」という。）にアクセスし、画面の指示

に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に送信してください。

なお、受付期間は次のとおりです。

ª�+1¡0k+-�%±&p�0�,)©3J1k**�%k&pq.�*.©F>

※ 原則、郵送や持参による申込みは受け付けできませんが、インターネットにより申し込むことができない特段の事情がある場合

は、９月４日（月）までに愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

' 申込みは「事前登録」と「本申込み」の２段階方式となっています。まず、事前登録を行いＩＤ番号とパスワードを取得した後、受

付期間中にシステムのマイページにログインして本申込みを行ってください。（ＩＤ番号とパスワードは受験票の印刷等、以後の手続

きに必要ですので、必ず控えておいてください。）

( 本申込みの受付が完了したら、登録されたメールアドレス宛に「申込み完了のお知らせ」の電子メールを自動送信します。この電子

メールが届かない場合は、必ず受付期間中に愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

) 申込方法等に関する問い合わせは、受付期間中の午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日

を除く。）受け付けます。%£8�¸>X¤m�~Y\^~¯jE²2uN9=4;52"&

* 受付期間内に申込みが完了しなかった場合は、受験できません。（受付期間中は、２４時間申込みを受け付けますが、保守点検作業等

のためシステムを停止する場合があるほか、受付期間終了の直前は、システムが混み合うおそれがあるので、余裕を持って申込みを行

ってください。）

なお、{´5MLgeH��_��B�`�AILSVTWA<2=C![�� O¨2F9P。

/ �n¥Br§

& 受験申込受付締切後に登録されたメールアドレス宛に「受験票交付のお知らせ」の電子メールを送信します。１０月６日（金）までに

電子メールが届かない場合は、愛媛県人事委員会事務局へ問い合わせてください。

' 「受験票交付のお知らせ」の電子メールが届いたら、システムのマイページにログインし、受験票をダウンロードして印刷してくだ

さい。

( 印刷した受験票は、�¶}niD��lwB�§�d@?記載されている事項を確認し、確認した年月日を記入の上、申込者本人が

署名して第１次試験受験の際に必ず持参してください。

X ¤ m 平成２９年７月１１日 第２８９０号
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平成２９年１０月２２日執行予定の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙に

関する選挙人名簿の登録を次のとおり行う。

平成２９年７月１１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

被登録資格決定基準日 平成２９年１０月９日

（ただし、年齢については、同月２２日）

"!"!"!"

!M~]sZV�NOSdjv'*b

平成２９年１０月２２日執行予定の衆議院小選挙区選出議員補欠選挙に

おける各候補者届出政党が政見放送を行うことができる基幹放送事

業者及びその回数は、次のとおりとする。

平成２９年７月１１日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男
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! この試験の最終合格者は、愛媛県警察官（女性）（高校卒程度）採用候補者として、採用候補者名簿（以下「名簿」という。）に記

載されます。

この名簿は、原則として、平成３０年４月以降の採用に対するもので、その有効期間は、名簿に記載された日（合格通知書に記載）か

ら１年間です。

" 採用は、名簿に記載された者のうちから任命権者（警察本部長）が選考を行い、決定します。したがって、��;Xf3C6k1u

8e�3CB:=_A?5E。

# 採用者は、愛媛県巡査に任命されます。任命後は、愛媛県警察学校に入校し、１０か月間初任教養を受けた後、県内各警察署に配置さ

れます。

$ 警察官は、誰でも実力次第で昇任することができ、管区警察学校又は警察大学校に入校して、幹部としての教養を受ける機会が与え

られます。
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! 初任給は、職員の給与に関する条例（昭和２６年愛媛県条例第５７号）等の規定により、原則として、短大卒程度で公安職給料表１級１３

号給（現行給料月額１８６，６０６円）、高校卒程度で公安職給料表１級５号給（現行給料月額１７２，２５２円）が支給され、このほか該当者に対

しては、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

" 勤務に必要な被服等が支給されます。
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この試験の結果については、愛媛県個人情報保護条例（平成１３年愛媛県条例第４１号）第２９条第１項の規定に基づき、口頭により開示を

請求することができます。開示を請求する場合は、受験者本人が、本人であることを確認できる顔写真付きの書類（学生証、運転免許証

等）を持参の上、`t,i(%�#cU}�z|=!cU}�a$0@`a)i&)�?9<W;!M~]ohNOSh�[>wq/P42

73.。（ただし、土曜日、日曜日及び祝日等の閉庁日は受付できません。）

なお、電話、はがき等による開示の請求はできませんので、注意してください。

開示請求できる人 開 示 内 容 開示期間 開 示 場 所

第１次試験不合格者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当

該試験種目名又は検査種目名）

第１次試験

合格発表の日

から１月間

愛媛県人事委員会

事 務 局

第２次試験受験者

第１次試験の試験種目別得点、合計得点及び順位並びに第２次試験の試験種目別得点、

合計得点及び順位

（ただし、一定の基準に達しない試験種目又は検査種目がある場合は、順位に代えて当

該試験種目名又は検査種目名）

第２次試験

合格発表の日

から１月間
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問 い 合 わ せ 先

愛媛県人事委員会事務局 採用給与課 任用試験係

〒７９０－８５７０ 松山市一番町四丁目４番地２

電話 ０８９－９１２－２８２６

J"LI"F http://www.pref.ehime.jp/employment/

問 い 合 わ せ 先

愛媛県警察本部 警務課

〒７９０－８５７３ 松山市南堀端町２番地２

電話 ０８９－９３４－０１１０ 内線２６２１・２６２３・２６２６・２６２７

フリーダイヤル ０１２０－２０４－７２４

区 分 基幹放送事業者 政見放送の回数

テレビジョン放送 南海放送株式会社 １回
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ラ ジ オ 放 送 南海放送株式会社 １回

平成２９年７月１１日 発行
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